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令和３年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

令和３年３月11日（木） 

                                          

 日程第４ 議案第26号 橋本市新型コロナ

ウイルス感染症をはじめとする

感染症を原因とする人権の侵害

を防止する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第４ 議案第26

号 橋本市新型コロナウイルス感染症をはじ

めとする感染症を原因とする人権の侵害を防

止する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今、議題となっております議案第26号

については、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第５ 議案第27号 橋本市事務分掌条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第５ 議案第27

号 橋本市事務分掌条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）機構改革的なやつやと

承知しとるんですけども、近年における防災

云々でいいますと危機管理監の職責というの

は、暇であるということが安心安全である、

災害がないということが一番大事なこと、暇

という表現はあれなんですけど、大きな災害

がないということはそんなに忙しくないとい

うことが一番望ましいのは分かるんですけど

も、近年の地震であったり、ゲリラ豪雨、台

風等でこれから防災というのは重たいものに

さらになってくると思うんです。 

 もともとの整理なんですけど、市長が就任

されて、防災に重きを置くということで危機

管理監というのができて、僕が解釈を間違っ

ていたらおわびするんですけども、やはり命

令系統であったりとか、いろんな統率が必要

という今までのスリム化するためだったのか、

それとも何かしらの行政的な円滑にいくため

に危機管理監を総合政策というか、事務方の

一番トップで条例上のトップである方が兼務

することでスムーズにいくというようなニュ

アンスで、前回の機構改革は賛成議決のひと

りです、僕は。今回また離すということに対

して、そこでお伺いするんですけども、やっ

ぱり独立しないと駄目なのか。事務量が多か

ったのか。政策部長といったら部長の中で一

番、一般質問でも言ったとおり扇の要的な存

在であって、命令系統の事務方の職員の中で

はトップであるということでいろいろご尽力

を頂いとる、ほかに忙しい部分もあると思う

んですけども、やはり何かしら円滑にいかな

い理由、例えば、言葉は悪いんですけど反省

点とか、デメリットの部分が多いから独立さ

せたのか。それとも、何か違う理由があって

また単体でいくのか。そういう整理の意味で

教えてください。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 私もこの１年、コロナも出ていろいろ見て

きました。私も昨年度機構改革をしたときに、

どういうふうになるかなとは若干の不安を持

っていました。その中でコロナが発生した中

で、やはり総合政策部長に全てを担わすのは
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非常に無理があるなというのを感じていまし

た。昨年度の私の判断ミスなんでこういう結

果になってしまっているんですけども、ただ、

今これから本当に災害のために動かしていか

なあかんことがある。それは自主防災会をも

っと活動的に変えていくということがどうし

ても必要になってきます。その中でやはり専

任の危機管理監を置くことによって、これか

ら自主防災会への働きかけであったり、ある

いは避難所の開設に向けての地域の皆さんの

協力であったり、様々なことをこれからもっ

と打って出やなあかんなと。 

 今まではどちらかというと、自主防災会を

つくることに専念をしてきたけど、いろいろ

自主防災会の皆さんとも話をしてきたんです

けども、実際、災害が起こったとき、例えば

学文路で起こったようなときに、自主防災会

は動いてくれたかというと、残念なから避難

所の開設に対しての協力はありませんでした

し、このままではいかんなということもあり

ます。 

 これから本当に段ボールベッドとかパーテ

ィションとかという機材もそろえていく必要

も出てきますし、そのために早くやっていく

ためには、危機管理監が中心になって進めて

いくということが、これは絶対必要やなとい

うふうに思います。それで、私のミスやった

んで、今回改めて反省をして、そして危機管

理監というのを独立させて私の直轄のところ

に置いて、これをこうやっていこう、こうや

っていこうというのをお互いに相談をしなが

ら進めていきたい。 

 もう一点はどうしても兼務するので、危機

管理室の人材、これは６番議員にも質問を頂

いたと思うんですけども、そういうことでや

はりきちっと置くことによって人材も確保で

きますし、今度また１人ＯＢの方をそこに据

えようと。これは危機管理監は別ですけども、

そこに職員を置いて土木との連携をもっと密

にしながら進めていくというふうなことをや

っていきたいなということで、今回、過去の

反省も含めましてもう一度元に戻して、より

一層市民の安心安全のためのさらなる努力を

していく。そして、市民の皆さんにも無理を

お願いする、で、無理も聞くというふうな体

制をより強化していきたいというふうに考え

て、今回の機構改革を提案させていただきま

したので、ご理解よろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）市長におかれましては、

私的にはすごい好きな答弁の仕方というか、

腹を割っていただいてありがとうございます。

やっぱり腹を割らんと次のステップに、自

助・共助・公助の中に共助というのがやっぱ

り一番キーポイントになってくると思うんで

すけど、私ら議員も共助の部分に参戦できや

すいというか、すごく分かりました。やはり

失敗を糧に次うまいこといくというのが一番

大事なことであって、今回、私自身も勉強に

なりました。土木との連携、多分、思ってい

る人が同じであればさらに密になるなという

のは感じます。 

 そこで、もう一点お伺いするんですけど、

やっぱり今までの財政的な遅れがあると思う

んです。例えば、備蓄何％到達とかそういう

こと。これは危機管理監が総合政策と兼務し

とったしてなかったは別として、マニフェス

トじゃない長計的なこういう軸になる部分、

前の一般質問でふるさと納税云々とかさせて

もうたんですけど、やっぱりふるさと納税

云々というのは応援基金で夢がある話。でも、

やっぱり片や長計というのは、前の答弁で引

っかかったんですけど、長計は夢なんかない

と思うんです。10年後こうあるべきやという

骨格の計画図の姿であるべきやと思うんで、

そこは夢があるかないかというのは人それぞ
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れのあれやと思うんですけど、遅れを取り戻

す意味でふるさと納税の利活用であったりと

か、ほかの市単とか財政措置して、備蓄をほ

とんど100％に大至急持っていくであったり

とか、危機管理監ができるということは財政

的にも部長級が１人増えるということです。

市長の決断は、管理職が１人増えても僕はメ

リットのほうが高いと今の答弁で理解したん

で、あと、財政的な遅れの部分は措置してく

れるのか否か、再度お伺いします。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 財政的な面も、令和３年度は今本当に正念

場の年になりますので、令和４年度からはこ

こにはこれだけの予算をつけるという枠配分

をしっかりした形で予算編成をしていきたい

というふうに思いますし、やはり避難所ごと

にパーティションとか段ボールベッドを置い

ていくようなこともスピードアップする必要

もありますし、コロナの関係で、恐らく２分

の１から３分の１ぐらいしか避難所に入れら

れんようになってくると、あるいは小学校の

教室にそういう必要なものも、小学校自身に

そういう備蓄もさらに増やしていく必要もあ

るのかなというふうに思いますので、また新

危機管理監と予算の中でしっかりと財政当局

とも折衝をしながら枠配分というのも、これ

だけ予算を取ろうというふうなことを、これ

だけ増やそうと、備蓄品でもっと要るものが

ないんかというのをしっかり議論した上で決

めていきたいと思いますので、ご理解よろし

くお願いします。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本さん。 

○６番（辻本 勉君）今、市長のほうからい

ろいろ話を頂いたんで、私は危機管理監と総

合政策を兼務するというのはおかしいという

ことで、たしか19年の６月議会か何かだった

と思うんですけども、危機管理について質問

したときに話をさせてもらいました。市長、

今反省していただいとるんでうれしいんです

が、当時は全く聞き入れてもらえなかったと

思うんです。やはりそれからいきますと、そ

の後コロナが発生して大変な状況になってき

とるんで、当時、私が言うたことが間違いじ

ゃなかったし、少し遅かったかなという気は

十分しています。 

 今後、危機管理監を中心として、市長、危

機管理監と連携をしながら橋本市の危機管理

について十分対応してもらえるというのは大

変うれしいんですけども、当時は大変残念だ

ったんで、総務委員会機構改革の報告がある

んですけども、そのときに話をしようと思っ

たんですけども、今日たまたま出ましたので、

一緒になって話をさせてもらうんですけども、

市長がコロナのこともあって英断をされたと

いうこと自体は評価をしたいし、それもある

んですけれども、もう少し耳を傾けていただ

いとったらよかったかなと私なりには思っと

るんですけども。市長、この辺の変わったと

いうのは今説明があったんですけども、こう

いう体制でやらなあかんということで変わっ

たことについては、やはりコロナ対策も大き

な影響を市長の中では与えておるんかなと思

うんです。その辺はやはりきっかけとしては

コロナ対策ということが大きく影響している

んかなというふうに思うんですけど、その辺

どうなんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）辻本議員の質問にお答

えをします。 

 やはりコロナというのがこれほど長引くと

いう、サーズのことを考えれば、特に当市に
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とっては全く被害がなかった。そういうふう

な過去のところが前提にあった部分もありま

したけど、徐々に徐々に感染が広がってきた。

なかなか収束に向かわないということもあり

ましたし、当時はやっぱり財政的なことがか

なり頭にありました。もう少し組織を小さく

して小さくして少しでも人件費を抑える、コ

スト的なものを抑えていくというような判断

もありました。ちょうどそのときも、この令

和３年度が本当に厳しい財政を迎えるという

ことも財政当局からの説明で分かっておりま

したので、そういうふうに考えていました。 

 実は、ラジオのＦＭの関係で自主防災会と

話をする機会を頂いたときに、やっぱりよく

いろいろ考えてみても、訓練はしていただけ

るんやけど、いざ災害になったときに機動性

のあるものはなかなか今できてないなという

のもそういう中で判断をして、今市民の安心

安全のためにはいかに自主防災会を動かして

いくかということが次のステップの中で重要

やなということで、今回、財政を考え過ぎた

のかなという部分もありますし、コロナの影

響というのは非常に大きかったというふうに

思います。 

 今年もコロナと災害、去年は幸いにして災

害はなかったですけど、また令和３年度につ

いてはとんでもないのが来るかも分かりませ

んし、それに対する備えをできるだけ早くや

っていきたいということで、今回、私のミス

でこういう形になりましたので、もう一度反

省をして、危機管理監が中心になって進めて

いく。そして、職員の机上訓練も全然できて

いないので、職員に対してもこれから災害関

係の職員を集めて机上訓練も実施していきた

いというふうにも思っていますので、来年に

向けてその対応をしていきたいと思っていま

す。 

 今回、辻本議員が言われるように私のミス

なので、それに対して改めて次の対応をして

いくということです。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 １番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）同じ機構改革のところ

なんですけれど、家庭教育支援室というのが

来年度より新しく市として誕生するわけなん

ですけれど、家庭教育の大切さというのも十

分分かっております。別に反対するわけでは

ないんですけれど、今までの中でもこういっ

た部分というのを担っていただいていたとこ

ろもあるとは思うんですけれど、来年度より

新しく室として立ち上げる中で、それに至っ

た経緯と今後どういった業務を担っていくの

かお聞かせください。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）岡本議員の質問にお答

えをします。 

 ハートブリッジをつくってきまして、いろ

いろ問題点も見てきました。ヘスティアさん

に熱心に活動していただいています。特に

小・中学校を中心にヘスティアさんには活動

していただいているんですけども、そしてヘ

スティアさんとの話合いを持つ機会がありま

して、ヘスティアさんのほうからも家庭支援

相談室をつくってほしい、もう一度つくって

ほしいというお話も頂いた中で、今ある教育

委員会から健康福祉部のほうに持ってきて、

そこで一緒になって子育て支援をやっていく

という取組をしていこうと。 

 まだまだ小・中学校に対する取組というの

も若干弱い部分があるんで、ヘスティアさん

の力を借りて、室長を１人つけて、職員を１

人つけて、そこでより一層子育て支援であっ

たり、児童虐待であったり、そういう部分を

橋本市としてさらに強化したいということで、

今ある教育委員会から独立させておくという
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ことになりますので、より一層のハートブリ

ッジとの連携もできてきますし、相談業務も

強化できるのではないかということで、部屋

は室長と職員と、あと、ヘスティアさんでそ

こを運営していただくと。民間の力を借りて

一緒にやっていくということになりますので、

ご理解よろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第27号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第27号 橋本市事務分掌条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第６ 議案第28号 橋本市特別職給与

条例等の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第６ 議案第28

号 橋本市特別職給与条例等の一部を改正す

る条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第28号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第28号 橋本市特別職給与条

例等の一部を改正する条例について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第７ 議案第29号 橋本市行政財産使

用料条例の一部を改正する条例

について 

○議長（土井裕美子君）日程第７ 議案第29

号 橋本市行政財産使用料条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの
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で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第29号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第29号 橋本市行政財産使用

料条例の一部を改正する条例について を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第８ 議案第30号 橋本市債権管理条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第８ 議案第30

号 橋本市債権管理条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）おはようございます。 

 それでは質問させていただきます。条例の

ほうを見せていただきますと、名寄せも可能

になったのかなというふうに考えております。

そこでお伺いしたいのが、どんな場合にどん

な情報を情報共有することができるのかとい

うのがまず一点。 

 二点目として、私はこれ、情報共有なので

名寄せも可能だと判断したんですけれども、

そこはそういう解釈でいいのか。 

 その次に、遅延損害金のやり方についてな

んですけれども、現在、条例上個別でやって

おるんですけれども、今後、名寄せが可能と

なった場合に、条例改正なりをして遅延損害

金の掛け方を変える予定があるのかないのか。 

 もう一点が移管のタイミングで、うちの課

ではこれは困難案件じゃないけれどもよその

課で困難案件やとなった場合に、どうしても

差が出てしまうのではないかと。もっと言え

ば、移管のタイミングが時効ではないですけ

れども、期限の１カ月前とかになってしまっ

た場合に、調査するだけで、相手が援用せん

限り時効ではないですけれども、そのように

なってしまう可能性もあるので、移管のタイ

ミングも今回すごい大事なのかなというふう

に考えておるんですが、そのタイミング等の

指導方法というかな、その辺りについてお伺

いいたします。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）どんな場合かとい

うことですけれども、これは条例にもありま

すように、各措置の判断に資すると認める限

りとしておりますので、債権管理条例の７条

から13条まで、強制執行等を行う場合にこう

いった情報の共有といいますか、債務者情報

を取るというような形になります。その情報

の内容につきましては規則で定めるというふ

うになっておるんですけれども、その部分に

ついては規則のほうで、例えば債権の名称で

ありますとか、債務者の情報、氏名、それと

債権の発生日等々、規則で定めた部分につい

て情報収集するということで、その他電話番

号等、分からない場合に、そういった情報も

取るということを想定しております。 
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 それと、遅延損害金について情報を共有し

て取っていくのかということにつきましては、

それはそこまでのことは一応想定しておりま

せん。 

 それと、移管のタイミングにつきましては、

移管基準というのを設けておりますので、そ

の移管基準の中で毎年、総務課のほうで各課

に照会をかけて、タイミングを逸しないよう

に適切な時期に移管できるように取り組んで

いるところでございます。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん、答

弁もれ、ご指摘ください。 

○13番（田中博晃君）見れば名寄せも可能と

いう判断をしたんですけれども、そこはそれ

で間違いないですか。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）名寄せは可能とな

りますけれども、先ほども説明しましたとお

り、強制執行等を行う際にということですの

で、通常の管理の中で名寄せというのを行う

というのは想定しておりません。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第30号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第30号 橋本市債権管理条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第９ 議案第31号 橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例

について 

○議長（土井裕美子君）日程第９ 議案第31

号 橋本市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今、議題となっております議案第31号

については、文教厚生委員会に付託いたしま

す。 

                     

 日程第10 議案第32号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第10 議案第32

号 橋本市介護保険条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今、議題となっております議案第32号

については、文教厚生委員会に付託いたしま

す。 
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 日程第11 議案第33号 橋本市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第11 議案第33

号 橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第33号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第33号 橋本市指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第12 議案第34号 橋本市指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（土井裕美子君）日程第12 議案第34

号 橋本市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第34号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第34号 橋本市指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません
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ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第13 議案第35号 橋本市立保育所条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第13 議案第35

号 橋本市立保育所条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第35号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第35号 橋本市立保育所条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第14 議案第36号 橋本市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担額等に関する条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第14 議案第36

号 橋本市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担額等に関する条例の

一部を改正する条例について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）土曜日給食を始めるの

で、主食費の費用を800円から1,000円に変え

るということです。単純に考えたら、週６日

のうち５日だったのが６日になるのに、なぜ

200円の値上げなのかなと単純に疑問に思う

んですけれども、その辺の金額の決め方につ

いてご説明を願います。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。

公立の保育園では、土曜日については給食は

出しておりませんでした。子どもさんが来ら

れるんですけども、親の方に弁当を持ってき

ていただいた形になっています。ですので、

公立の場合、私立と違いまして、週４日出し

ておりました。ですので、１日200円で週４日

で800円の主食費を取っていたんですけども、

今回、紀見保育園のほうで週５日、土曜日に

つきましても給食を出す形にさせていただき

ました。ですので、週５日ということで200

円掛ける５ということで1,000円の主食費、副

食費が4,500円かかっているんですけども、こ

れについては変更しないということで考えて

おります。ですので、今回、条例の変更につ

きましては、主食費の800円を1,000円に上げ

るということで考えております。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）月曜から金曜日までな

ら月火水木金で５日、土曜日を入れたら６日

になるから、４日と５日というのはおかしい
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んじゃないでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長、ただ

今の答弁の中で間違いがあったように思いま

すが。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）私、完全に間

違っていました。申し訳ないです。月額800

円です。今まで40円掛ける20日分ということ

で800円取らせていただきました。それが今回、

土曜日もやるということで月額1,000円、40

円掛ける25日ということで、今回、条例の改

正をさせていただきました。申し訳ありませ

ん。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今、議題となっております議案第36号

については、文教厚生委員会に付託いたしま

す。 

                     

 日程第15 議案第37号 橋本市立たんぽぽ

園設置及び管理条例の一部を改

正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第15 議案第37

号 橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例の

一部を改正する条例について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第37号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第37号 橋本市立たんぽぽ園

設置及び管理条例の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第16 議案第38号 橋本市児童遊園設

置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第16 議案第38

号 橋本市立児童遊園設置及び管理条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第38号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 
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 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第38号 橋本市児童遊園設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第17 議案第39号 橋本市企業立地促

進条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第17 議案第39

号 橋本市企業立地促進条例の一部を改正す

る条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第39号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第18 議案第40号 橋本市火災予防条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第18 議案第40

号 橋本市火災予防条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第40号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第40号 橋本市火災予防条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第19 議案第41号 橋本市廃棄物の減

量化、資源化及び適正処理等に

関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（土井裕美子君）日程第19 議案第41

号 橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正

処理等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第41号

については、委員会の付託を省略いたしたい
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と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第41号 橋本市廃棄物の減量

化、資源化及び適正処理等に関する条例の一

部を改正する条例について を採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第20 議案第42号 橋本市水道事業及

び下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（土井裕美子君）日程第20 議案第42

号 橋本市水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例について 

を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第42号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第42号 橋本市水道事業及び

下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第21 議案第43号 橋本市水道事業給

水条例及び橋本市飲料水供給施

設事業給水条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第21 議案第43

号 橋本市水道事業給水条例及び橋本市飲料

水供給施設事業給水条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第43号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 
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 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第43号 橋本市水道事業給水

条例及び橋本市飲料水供給施設事業給水条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第22 議案第44号 橋本市民病院に勤

務する会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第22 議案第44

号 橋本市民病院に勤務する会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第44号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第44号 橋本市民病院に勤務

する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第23 議案第45号 橋本市病院事業使

用料及び手数料等に関する条例

の一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第23 議案第45

号 橋本市病院事業使用料及び手数料等に関

する条例の一部を改正する条例について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）ちょっと分かりにくい

のでお聞きしたいんですけども、初診に関す

る特別の料金ということで、一瞬私、紹介状

なしの診察のときに要るんかなと思ったらそ

うじゃないんで、どういう意味か説明してい

ただきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）今回、条例

改正させていただく分につきましては、今現

在、病院のほうで初診時選定療養費というの

を徴収させていただいてございます。金額に

いたしまして780円となっております。この部

分を今回2,200円に増額させていただきたい

というふうな内容でございます。 

 初診時選定療養費というのは病院と診療所
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の機能分担のために、初診時に一定の費用を

上乗せして徴収できる制度になっておりまし

て、これに関しましては今現在、義務化され

ている部分も一部ございます。大学病院と特

定機能病院、あとそれと200床以上の地域医療

支援病院、こういったところにつきましては

初診時、5,000円以上、再診については2,500

円以上というふうな形で義務化がされておる

んですけども、それ以外のところについては

任意徴収というふうな形になっております。

その中で近隣の病院、県下の公立病院の状況

も踏まえた中で、今回2,200円ということでの

改定を上程させていただいております。 

○議長（土井裕美子君）10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）感覚的に一気に上げて

いるので、段階的にとかできないんかと。せ

っかくの公立病院であるのに、その辺があま

りにも一気に、ほかと比べてということにな

るんやけど、そんなのは検討されなかったん

かと思います。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）今のご指摘

の部分ですけども、段階的にというところで、

当然病院の中でも初診時の選定療養費につい

ては、かなり長い期間にわたりまして議論の

ほうを重ねてきております。その中で国のほ

うの動向といたしましても、ここの料金につ

いては今後義務化も含めて機能分担というこ

とで、各病院のほうに、200床以上の病院のほ

うに、一般の200床以上の病院にも負担を義務

化していくというふうな動きの中で、それが

万が一5,000円というふうな形になってきた

場合については、あまりにも780円から5,000

円というのが大きく負担になってしまいます

ので、今回、県下、それと大阪、奈良の状況

も調査させていただいた中で、2,000円台とい

うのが非常に多くございましたので、そうい

ったところで診療報酬の内容等を吟味させて

いただいた中で、2,000円に消費税を加えまし

て2,200円というふうな形でさせていただい

ております。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）市民病院のホームペー

ジを見ましたら、紹介状がないと初診時に特

定療養費780円が別途必要になりますよとい

うふうに書いてあったんですけども、早口で

ちゃんと聞き取れなかったんですけど、その

780円が2,200円になるということでよろしい

んでしょうか。紹介状がある場合は、これは

要らないということでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）説明不足の

部分で申し訳ございません。紹介状がある場

合につきましては2,200円、現在の780円につ

いても徴収させていただいておりません。 

○議長（土井裕美子君）もう少し明確にご答

弁がございましたら、お願いします。 

○病院事務局長（池之内正行君）開業医の先

生のところで紹介状を持って市民病院を受診

された場合についてはこの780円、これからの

2,200円については徴収いたしません。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第45号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時26分 休憩） 

                     


